
平成３０年北海道胆振東部地震被災地域の復旧・復興に向けて（案）【概要版】

Ⅰ 基本的な考え方

Ⅳ 復旧・復興の推進

被災地域においては、住まいや暮らしの再建と地域産業の振興が喫緊の課題

復旧・復興対策を通じて、
地域創生の実現に向けた流れを再び軌道に乗せ、
地域の更なる発展へとつなげていくことが重要

安全・安心に住み続けられる、災害に強い、より強靱
な北海道づくりなど、将来を見据えた計画的な取組を
推進し、「住まい・くらし」や「仕事」等に係る不安を払拭

今年度内を目途に「復旧・復興方針」を策定し、国や関係機関・団体等と連携しながら、
地元と共に進める中長期の視点に立った復旧・復興対策を、全庁一丸となって推進
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Ⅱ 復旧・復興対策の取組方向

１ 被災地域の復旧・復興に向けた取組

「住まい・くらし」や「仕事」等の生活・
産業基盤の再建を図るなど、被災さ
れた方々が、将来にわたって安心し
て暮らせる環境整備を推進

■取組方向
・住まい・くらしの速やかな再建
・ライフラインやインフラの本格的な
復旧
・地域産業の持続的な振興

２ 大規模停電等に伴う影響への対応

地震発生後、道内観光地での宿泊
客の大量のキャンセル等、本道経済
に大きな影響が生じていることを踏
まえ、本道経済の確かな成長につな
がる取組を積極的に推進

■取組方向
・食と観光の早急な需要回復
・大規模停電等による産業被害へ
の対応

Ⅲ 取組方向に基づく主な復旧・復興施策

１ 被災地域の復旧・復興に向けた取組

住まい・くらしの速やかな再建

ライフラインやインフラの本格的な復旧

地域産業の持続的な振興

・被災者への生活再建に向けた資金貸付や社会福祉施設の復旧
・被災者生活再建支援制度による支援金の支給 等

・道路、河川などの土木施設等の復旧
・文教施設などの公共施設の復旧 等

・林地、漁港施設、農地・農業用施設などの産業基盤の復旧
・小規模事業者が行う販路開拓等への支援
・被災地の特産品等の復興支援セールの展開 等

２ 大規模停電等に伴う影響への対応

食と観光の早急な需要回復

・道産食品や観光の需要回復に向けたプロモーションの展開
・ふっこう割による道内旅行商品の割引 等

１ 道の推進体制

知事を本部長とする全庁推進体
制の下、復旧・復興対策を推進

名称：北海道胆振東部地震被災
地域復旧・復興推進本部

構成：知事、副知事、各部長 等

２ 被災市町村への支援

・職員派遣、出張等の人的支援

・被災自治体の情報共有促進

・復興計画の策定支援や参考

事例等の提供

３ 国や関係機関・団体等との連携

・復旧・復興に向けた必要な措置

に係る国への要望

・推進本部への相互参画や事業

執行における共同チームの設置

大規模停電等による産業被害への対応

・緊急経済対策官民連携協議会の設置
・中小企業の復旧・復興に向けた資金需要への支援
・エネルギー供給等の強靱化に向けた取組 等
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